（様式第１号）

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付申請書

　年　月　日
山梨県知事　殿
　　　　　　　　　　（申請者）
郵便番号
　　　　　　　　　　　住所
名称　　
代表者の役職・氏名

 　　　　　　　　　　　
　省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定により、次のとおり事業計画について関係書類を添えて提出します。
　なお、事業計画書及び関係書類に虚偽や不正がないことを申し添えます。


１　補助対象経費及び補助金申請額等
（１）補助対象経費　金　　　　　　　　　円
（２）補助金申請額　金　　　　　　　　　円
（３）事業実施期間　　
交付決定通知日又は事前着手届記載の着手予定日から　　年　　月　　日まで

２　実施する内容
　　（別紙）事業計画書のとおり



（様式第２号）
番　　　号
年　月　日

（申請者）　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨県知事

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付決定通知書

　　　年　　月　　日付けで申請のあった標記補助金については、省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり交付することに決定しました。

１　補助金の交付対象となる事業及びその内容は、　　　年　　月　　日付けで申請のあった省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付申請書の記載のとおりとする。
２　補助対象の事業所、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、この限りではない。

補助対象の事業所　
補助対象経費　　金　　　　　　円
補助金の額　　金　　　　　　円

３　補助事業に要する経費の配分は、前記交付申請書記載のとおりとする。
４　補助事業の期間は、　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日までとする。
５　補助金の交付の条件は次のとおりとする。
（１）補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業の目的の達成に支障を来さない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増加を伴わない場合は、この限りでない。
（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ知事の承認又は指示を受けなければならない。
（３）補助事業を行うために締結する契約については、定款及び経理規定等に定める手続に基づき適正に行わなければならない。
（４）同一の対象設備、経費等で、国、県、市町村等が実施する設備導入等に係る他の補助制度と併用して交付を受けてはならない。
（５）補助事業の実施に当たり、省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱その他法令及び条例等の規定を遵守しなければならない。
（６）補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにし、補助事業が完了した後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的運用を図らなければならない。
（７）補助事業により取得し、又は効用の増加した、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円を超える機械、器具その他の財産（以下「処分制限財産」という。）について、減価償却資産の耐用年数に関する省令に定める耐用年数の期間（以下「処分制限期間」という。）内においては、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
（８）処分制限財産について、処分制限期間が経過するまで補助事業に係る収支を記載した帳簿及びその証拠書類を整備保管するとともに、必要な書類の提出及び現地調査等に応じなければならない。
（９）本通知の受領後、県が本事業の実施状況に関する情報を公表することについて承諾すること。
６　補助金の交付の条件等に違反した場合の措置
（１）次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合がある。
ア　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
イ　補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
ウ　上記５（７）に違反して承認を受けないで補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供した場合
エ　上記５（１）による申請なく、事業内容等を変更した場合
オ　上記アからエのほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違反した場合又は知事の指示に従わなかった場合
（２）上記（１）による取消し又は変更を行った場合において、既に当該取消し又は変更に係る部分に対する補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。また、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.95%の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
７　上記５（７）により知事の承認を得て処分制限財産を処分することにより収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入に相当する補助金額の全部又は一部を県に返還させることがある。
８　補助金の返還を命ぜられ、その納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
９　補助事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されているか確認するため、補助事業の遂行状況について報告させることがある。
10　補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して１箇月を経過した日又は　　　年　　月　　日のいずれか早い期日までに、実績報告書を知事に提出しなければならない。
11　補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助金の額が確定した日の属する年度の翌年度から起算して５年間整備保管しておかなければならない。



（様式第３号）
　年　月　日
　山梨県知事　殿
　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　　住所
名称　　
代表者の役職・氏名

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金　事業変更承認申請書

　年　月　日付け　　第　　号で補助金の交付決定のあった省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事業の計画を、次のとおり変更したいので承認してください。


１　変更の理由

２　変更の内容等
(1)事業内容の変更の場合
	変更の内容
	補助事業に及ぼす影響

	
	


※変更の内容及び理由は詳細に記載し、変更理由が確認できる書類を添付すること

(2)補助対象経費の変更及びそれに伴う補助金交付申請額の変更の場合
（単位：円）
	
	事業費
	補助対象経費
	補助金額

	変更前
	
	
	

	変更後
	
	
	


【添付書類】
・変更後の事業実施計画書
・変更後の補助対象経費の算定根拠となるもの


（様式第４号）
　年　月　日
　山梨県知事　殿
　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　　住所
名称　　
代表者の役職・氏名

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金　事業中止（廃止）承認申請書

　年　月　日付け　　第　　号で補助金の交付決定のあった省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事業の計画を次のとおり中止（廃止）したいので承認してください。


１　事業中止（廃止）予定年月日
　　　年　　月　　日



２　事業の中止（廃止）の理由





３　（中止の場合）事業を再開する時期



※中止（廃止）の理由は詳細に記載し、参考となる資料等がある場合は添付すること。



（様式第５号）
　年　月　日
　山梨県知事　殿
　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　　住所
名称　　
代表者の役職・氏名


省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金　交付申請取下届出書

　年　月　日付け　　第　　号で補助金の交付決定のあった省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事業について、次の理由により交付申請を取り下げます。


１　交付申請を取り下げる理由















（様式第６号）
　年　月　日
　山梨県知事　殿
　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　　住所
名称　　
代表者の役職・氏名


省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事前着手届


省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事業について、次のとおり事業計画の確認前に着手しますので、省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱第１０条第２項の規定に基づき届け出ます。
なお、本件につきまして、交付要綱第７条の交付決定がされず、補助金が交付されないこととなっても異議を申し立てないことを誓約します。


１　事前着手する事業内容



２　事前着手の理由



３　着手及び完了予定年月日

　　着手予定日　　　　　　　　年　　月　　日
　　完了予定日　　　　　　　　年　　月　　日




（様式第７号）

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金実績報告書

　年　月　日
山梨県知事　殿
　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　　住所
名称　　
代表者の役職・氏名

　年　月　日付け　　第　　号で交付決定のあった省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金について、省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱第１２条第１項の規定により、次のとおり関係書類を添えて実績報告します。
　なお、本申請書及び関係書類に虚偽や不正がないことを申し添えます。


１　対象経費及び交付請求額
（１）　補助対象経費　　　　　　　金　　　　　　　　　円
（２）　補助金額　　　　　　　　　金　　　　　　　　　円
（３）　事業実施期間　　　　年　月　日　～　　年　月　日

２　実施した内容
　　（別紙）実績報告書のとおり

３　補助金の振込先（申請者名義の口座）

　　　　 振込先金融機関名　　　　　　　　　　 支店名　　　　　　
　　　　 
         預金種別（ 当座 ・ 普通 ）
　　　　
       （フリガナ）（　     　　　　　　　）
　　　 　口座名義　　　　　　　　　    　　　 口座番号　　　　　　　




（様式第８号）
番　　　号
年　月　日

（申請者）　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨県知事

[bookmark: _Hlk191547598]省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金の額の確定について（通知）

　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付決定したこのことについては、省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱第１３条の規定により、次のとおり補助金の額を確定したので通知します。

補助対象の事業所
１　交付決定額　　金　　　　　　円
２　確　定　額　　金　　　　　　円
























（様式第９号）

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金概算払請求書

　年　月　日
山梨県知事　殿
　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　　住所
名称　　
代表者の役職・氏名

　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付決定のあった省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金について、省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱第１４条第２項の規定により、次のとおり概算払の請求をいたします。

１　概算払請求額
	補助金交付決定額
1 
	申請割合(80%以内)
2 
	概算払請求額
1 ×　②
	備考

	
	
	
	



２　概算払請求の理由


３　補助金の振込先（申請者名義の口座）

　　　　 振込先金融機関名　　　　　　　　　　 支店名　　　　　　
　　　　 
         預金種別（ 当座 ・ 普通 ）
　　　　
       （フリガナ）（　     　　　　　　　）
　　　 　口座名義　　　　　　　　　    　　　 口座番号　　　　　　　




（様式第１０号）

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金　財産処分承認申請書

　年　月　日
山梨県知事　殿
　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　　住所
名称　　
代表者の役職・氏名

　令和　年度省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金により取得した財産を処分したいので省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱第１７条第１項の規定により、次のとおり申請します。　



１　補助金の額の確定通知年月日及び通知番号
    　年　月　日付け　　第　　　号

２　処分する財産名等

３　取得価格

４　取得年月日

５　処分の内容（有償・無償の別も記載のこと。）及び処分予定日

６　処分の理由

７　処分予定価格



備考　添付書類は別に指示する。

